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別記第２号様式 

 

千葉県道路公社一般競争入札公告 第４号 

料金収受システム更新業務委託の一般競争入札の実施について 

 

  令和８年３月４日 

千葉県道路公社 

理事長 菰田 直典 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）委 託 名：料金収受システム更新業務委託 

（２）委託期間：令和８年１１月３０日 

         令和８年９月３０日までに設置 

令和８年１０月１日から運用開始 

（３）委託概要：○東金九十九里有料道路管理事務所内に設置 

         【集計処理システム、映像検索システム、HUB、ルーター等】 

        ○九十九里有料道路料金所（真亀・豊海・白子・白里（海側・山側））に設置 

         【料金収受機器、カメラ等】  

（４）機器概要：別添仕様書のとおり 

 

２ 入札に参加するものに必要な資格 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。 

（２）公告の日から決定の日までの間に、千葉県の「物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札

参加者の資格等」に基づく入札参加資格の停止を受けていない者。  

（３）公告の日から決定の日までの間に、「千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準」に

基づく指名停止を受けていない者。  

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に

掲げる暴力団又は同条第６号の規定に該当しない者。  

（５）公告の日から決定の日までの間に、物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく

入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。  

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている

者でないこと、又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 

（７）国および地方公共団体等（国および地方公共団体が出資する指定出資法人および、高速道路

株式会社等の公益民間企業を含む。）との契約により、道路の料金所において料金収受システ

ムを導入し、運用を行った実績を有する者。  

 

３  入札執行 

（１）入札関係書類受付期間 

 ア 期  間  令和８年３月１９日（木）から令和８年３月２４日（火）まで 

 イ 時  間  午前９時から午後５時まで【必着】 
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 ウ 提 出 先  千葉県道路公社 総務部 総務経理課 

         〒２６０－００１３ 

         千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館７階 

         電話 ０４３（２２７）９３３１ 

 エ 提出方法  郵送、託送（書留郵便等、記録の残るものに限る）又は持参。  

         ただし、伝送（ファクシミリ等）によるものは受け付けない。  

 オ 書類内容  ①入札書 ②誓約書 ③入札参加資格確認結果通知書(写) 

         なお、「①入札書」については、長３封筒に入れ、糊付けをした上で①②③ 

         を一つの封筒に入れること。 

 

（２）開札について 

 ア 日  時  令和８年３月２５日（水）午前１０時００分 

イ 場  所  千葉県道路公社本社 

千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館７階 

 ウ 注意事項  入札参加資格確認の結果、「資格有り」となった入札参加業者で立会を希望す

る者は、各社１名に限り立会を認める。 

         その場合、入札参加資格確認の結果通知を受けた後に、「開札立会確認書」を

ファクシミリにて提出すること。 

 

 ４ 入札参加資格の確認等 

本物品の入札参加を希望する者は、仕様書等を記録したＣＤと併せて別に配付する一般競争入

札参加資格確認申請書及び関係資料（以下「資格確認資料」という。）を郵送又は託送（郵便書

留等、記録の残るものに限る。）により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。  

 

（１）資格確認資料の提出期間等 

ア 期 間 令和８年３月１３日（金）から令和８年３月１７日（火）まで 

（千葉県の休日に関する条例（平成元年千葉県条例第１号）第１条に規定する県

の休日（以下「県の休日」という。）を除く。） 

イ 時 間 午前９時から午後５時まで【必着】 

ウ 提出先 千葉県道路公社 総務部 総務経理課 

      〒２６０－０１３ 

千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館７階 

電話 ０４３（２２７）９３３１ 

  エ 提出方法 持参又は郵送若しくは託送(書留郵便等、記録の残るものに限る。)  

オ 提出部数 ２部 

（２）入札参加資格の確認結果通知 

令和８年３月１８日（水）以降、電話、電子メール及び郵送により通知する。 

（３）入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、令和８年３月２３日（月）まで

に書面をもって契約担当者に説明を求めることができる。 
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（４）理由は、説明を求められた日から３日以内に書面もって回答する。 

 

５ 契約条項等を示す場所 

本物品に係る契約書案、入札約款、仕様書の縦覧を次のとおり行う。 

（１）縦覧期間  

   令和８年３月４日（水）から令和８年３月１２日（木）まで（県の休日を除く。） 

（２）縦覧時間 

   午前９時から午後５時まで 

（３）縦覧場所 

   千葉県道路公社  

千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館７階 

電話 ０４３－２２７－９３３１ 

（４）縦覧の申込み 

   仕様書等の縦覧を希望する者は、電話等で申し込むこと。 

   希望日時を考慮して、縦覧日時を指定する。 

（５）設計図書等の配布 希望者に、次により設計図書等を配布する。 

  ア 申込先 千葉県道路公社 

        千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館７階 

        電話 ０４３－２２７－９３３１ 

  イ 申込方法 希望者は縦覧の申込みの際に併せて申し込むこと。  

  ウ 配布方法 縦覧の際に殻のＣＤを持参すること。 

         発注者が用意した、設計図書等を記録したＣＤと交換する。  

 

（６）設計図書等に対する質問 

   設計図書等に対する質問がある場合は、次のとおり書面で提出すること。 

  ア 提出方法 書面（任意様式）を郵送又は託送（書留郵便等、記録の残るものに限る。）に

よるものとし、持参又は伝送（ファクシミリ等）によるものは受け付けない。   

また、書面とは別に電子媒体を以下の送付先まで電子メールにより、別途提出

することとする。 

         なお、以下のファイル形式とし、提出の際は必ずウイルス対策を実施した上で

提出すること。 

          ・電子メール送付先：kikaku@chiba-dourokousha.or.jp 

            ・ファイル形式：Microsoft Word 又は Microsoft Excel 

  イ 提出期間 令和８年３月１２日（木）まで（県の休日を除く。） 

  ウ 提出時間 午前９時から午後５時まで 

  エ 提 出 先 千葉県道路公社 総務部 総務経理課 

〒２６０－００１３ 

千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館７階 

         電話 ０４３－２２７－９３３１ 

mailto:kikaku@chiba-dourokousha.or.jp
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   オ 回答方法 令和８年３月１７日（火）午後５時までに電子メールにて回答する。 

 

６ 低入札価格調査制度、調査基準価格 

（１）本入札は別に定める「委託業務低入札価格調査実施要領」に基づき実施する。  

（２）調査基準価格は予定価格に１００分の７０を乗じて得た額（１円未満の端数切り捨て）とす

る。 

 

７ 低入札価格調査 

（１）最低価格入札者（以下「第１順位者」という。）の入札価格が調査基準価格を下回る場合は

低入札価格調査を実施する。 

（２）調査基準価格を下回る価格をもって入札した者(以下「低価格入札者」という。）（第１順

位者でない者も含む）は、事後の事情徴収等の調査に協力すること。事情徴収に協力しない者

は、入札を無効とする。  

（３）低価格入札者（第１順位者でない者も含む。）は、開札をした日の翌日から起算して４日以

内（この期間に県の休日が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に参入しな

い。）に、低入札価格調査の実施者から指示された書類を作成し提出しなければならない。期

限までに提出しない者は入札を無効とする。  

（４）低入札価格調査の結果、第１順位者が入札価格により契約の内容に適合した履行がなされる

と認められたときは、その者を落札者とする。  

（５）第１順位者が低入札価格調査に協力しない場合又は調査の結果、落札者となるべき者の入札

価格をもっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるものであ

った場合は、その者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内をもって入札を行った他の者

のうち、次に最低の価格をもって申し込みをした者（以下、「次順位者」という。）を落札者

と決定する。なお、次順位者が低価格入札者であった場合には、同様に調査を行い（４）、（５）

により落札者を決定する。 

（６）落札となるべき入札がない時は、別に入札日を定め再度入札を実施する。  

（７）低入札価格調査を受けた者との契約については、別に定める「低入札価格調査を経て契約す

る場合の特約条項」を契約書に添付することとする。 

 

８ 入札保証金 免除 

 

９ 入札書の金額 

落札決定に当たっては、入札書の金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額とすること。 

 

10 落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 
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ただし、落札者となるべき者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履

行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引

の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札

者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって

入札した者を落札者とすることがある。 

 

11 入札の無効 

本公告に示した入札参加者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並び

に入札約款等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

なお、入札参加資格を確認された者であっても、確認後、指名停止措置を受け入札時において

指名停止期間中である者は、入札に参加できない。 

 

12 その他 

（１）資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。 

（２）資格確認資料のヒアリングは、実施しない。 

ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を確認できない場合には、説明を求めることが

ある。 

（３）提出された資格確認資料は、返却しない。 

なお、公表し、また無断で使用することはしない。 

（４）契約保証金は免除とする。 

（５）入札参加者は、入札約款および契約書案を熟読し、入札の心得を遵守すること。 

（６）入札に必要者提出書類の作成に要する費用については、入札参加者の負担とする。 

（７）本入札により知り得た情報については、第三者に公表してはならない。 

 

13 問い合わせ先 

千葉県道路公社 総務部 総務経理課 

電話 ０４３－２２７－９３３１ 


